
　下のフローチャートにより、交付の可否を御確認ください。

　上記のフローチャートは、あくまでも基本的な交付申請の要件を示したものです。

　他の要件や申請手続きについてご不明な点は、以下までお問い合わせください。

　　　　

                        就活情報サイトを東日本大震災以降活用したことがない 

交付できる可能性があります 

【お問い合わせ先】 

 岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室  TEL：019-629-5593 

交付 

できません 

  県内に事業所又は事業所を有する中小企業基本法第２条第１項（昭和38年法律第154号）第

２条第１項各号に規定する中小企業若しくは同項第３号に規定する中小企業者と同規模の医療法

人、学校法人又は社会福祉法人である  

 事業の着手日は交付決定日以降である（申請のために、交付決定前に掲載をしても対象となりま

せん） 

NO 

 活用する就職情報サイトは、就職情報提供及び企業の人材確保等を目的に開設されたサイトで、

前年    

の登録者数が概ね25万人以上である(例：マイナビ、リクナビ、キャリタス就活、ＤＯＤＡ、エン転

NO 

NO 

（参考）中小企業基本法第２条第１項

　この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に
掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の現実を図るため効率的に
実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

　資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人
以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第４号まで
に掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの

二
　資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人
以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三
　資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四
　資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

五
　この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人（商業
又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）以下の事業者をいう。

第２条

NO 

 本社が県内にある場合は就業場所が県内を含む求人、本社が県外にある場合は就業場所を県内に

限定した求人である。 

NO 


